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     羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する       

     条例の制定について  

 

 

 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

制定する。  
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  提  案  理  由  

 

 育児と仕事を両立させる柔軟な働き方を普及させることにより、育児をしながら職務

に専念し、育児による離職を防ぐことができるよう、働き方改革の一環として子育て支

援時間休暇制度を創設するとともに、その他所要の改正を行うため、この条例を制定し

ようとするものであります。  
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     羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する       

     条例  

 

令和   年   月   日   

羽曳野市条例第    号   

 

 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成 7 年羽曳野市条例第 2 号 )の一部

を次のように改正する。  

 第 1 条の見出しを「 (趣旨 )」に改め、同条中「関し必要な事項を定めることを目的」

を「関し、必要な事項を定めるもの」に改める。  

 第 8 条の 3 第 1 項及び第 4 項中「この項から第 3 項までにおいて同じ」を「同じ」に

改める。  

 第 12 条中「及び介護時間休暇」を「、介護時間休暇及び子育て支援時間休暇」に改

める。  

 第 16 条の 2 の次に次の 1 条を加える。  

 (子育て支援時間休暇 ) 

第 16 条の 3 子育て支援時間休暇は、職員が小学校、義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部の第 1 学年から第 3 学年までに在学している子を養育するため、

1 日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇とする。  

2 子育て支援時間休暇の時間は、1 日につき 90 分を超えない範囲内で必要と認められ

る時間とする。ただし、前条第 1 項に規定する介護時間休暇の承認を受けて勤務しな

い職員に対する子育て支援時間休暇については、 1 日につき 90 分から当該介護時間

休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で必要と認めら

れる時間とする。  

 第 17 条 (見出しを含む。 )中「及び介護時間休暇」を「、介護時間休暇及び子育て支

援時間休暇」に改める。  

 第 18 条 (見出しを含む。 )中「休暇等」を「休日及び休暇」に改める。  

 

   附  則  
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 (施行期日 ) 

1 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

 (一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 ) 

2 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和 43年羽曳野市条例第 445号 )の一部を次のよ

うに改正する。   

  第 21 条中第 8 項を第 9 項とし、第 5 項から第 7 項までを 1 項ずつ繰り下げ、第 4

項の次に次の 1 項を加える。  

 5 勤務時間条例第 16 条の 3 第 1 項に規定する子育て支援時間休暇を取得した場合は、

第 1 項の規定にかかわらず、その勤務しない 1 時間について、前条に規定する勤務

1 時間当たりの給与額を減額する。  
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羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

 (趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和 25 年

法律第 261 号)第 24 条第 5 項の規定に基づ

き、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

第 2条～第 8条の 2 省略 

 (深夜勤務及び時間外勤務の制限) 

第 8 条の 3 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子(民法(明治 29 年法律第 89 号)第

817 条の 2第 1 項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者(当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が現に

監護するもの、児童福祉法(昭和 22 年法律第

164号)第 27 条第 1 項第 3 号の規定により同法

第 6 条の 4 第 2 号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として規則で定める者を含む。以

下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜(午後 10 時から翌日

の午前 5 時までの間をいう。以下この項及び

第 5 項において同じ。)において常態として当

該子を養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当該職員

を除く。)が、規則の定めるところにより、当

該子を養育するために請求した場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に

おける勤務をさせてはならない。 

 

2・3 省略 

4 前 3 項の規定は、第 16 条第 1 項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者を介護する

職員について準用する。この場合において、

第 1 項中「小学校就学の始期に達するまでの

子(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 817 条の 2

第 1 項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者(当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。)であって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第

 (目的) 

第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和 25 年

法律第 261 号)第 24 条第 5 項の規定に基づ

き、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

第 2条～第 8条の 2 省略 

 (深夜勤務及び時間外勤務の制限) 

第 8 条の 3 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子(民法(明治 29 年法律第 89 号)第

817 条の 2第 1項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者(当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が現に

監護するもの、児童福祉法(昭和 22 年法律第

164号)第 27 条第 1 項第 3 号の規定により同法

第 6 条の 4 第 2 号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として規則で定める者を含む。以

下この項から第 3 項までにおいて同じ。)のあ

る職員(職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、深夜(午後 10 時から翌日の午前 5 時まで

の間をいう。以下この項及び第 5 項において

同じ。)において常態として当該子を養育する

ことができるものとして規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。)が、規

則の定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、公務の正常な運営

を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 

2・3 省略 

4 前 3 項の規定は、第 16 条第 1 項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者を介護する

職員について準用する。この場合において、

第 1 項中「小学校就学の始期に達するまでの

子(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 817 条の 2

第 1 項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者(当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。)であって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第
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27 条第 1 項第 3 号の規定により同法第 6 条の

4 第 2 号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童その他これらに準ずる者

として規則で定める者を含む。以下同じ。)の

ある職員(職員の配偶者で当該子の親であるも

のが、深夜(午後 10 時から翌日の午前 5 時ま

での間をいう。以下この項及び第 5 項におい

て同じ。)において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者に

該当する場合における当該職員を除く。)が、

規則の定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは「第 16 条第 1 項に規定する日常生

活を営むのに支障がある者(以下この項から第

3 項までにおいて「要介護者」という。)のあ

る職員が、規則の定めるところにより、当該

要介護者を介護」と、「深夜における」とある

のは「深夜(午後 10 時から翌日の午前 5 時ま

での間をいう。)における」と、第 2 項中「3

歳に満たない子のある職員が、規則の定める

ところにより、当該子を養育」とあり、及び

前項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則の定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは「要介護者のある

職員が、規則の定めるところにより、当該要

介護者を介護」と、第 2 項中「当該請求をし

た職員の業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるのは「公務

の運営に支障がある」と読み替えるものとす

る。 

5・6 省略 

第 9条～第 11条 省略 

 (休暇の種類) 

第 12 条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休

暇、特別休暇、介護休暇、介護時間休暇及び

子育て支援時間休暇とする。 

第 13条～第 16条の 2 省略 

 (子育て支援時間休暇) 

第 16 条の 3 子育て支援時間休暇は、職員が小

学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学部の第 1 学年から第 3 学年までに

在学している子を養育するため、1 日の勤務時

間の一部につき勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇とする。 

2 子育て支援時間休暇の時間は、1 日につき 90

27 条第 1 項第 3 号の規定により同法第 6 条の

4 第 2 号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童その他これらに準ずる者

として規則で定める者を含む。以下この項か

ら第 3 項までにおいて同じ。)のある職員(職

員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜

(午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間をい

う。以下この項及び第 5 項において同じ。)に

おいて常態として当該子を養育することがで

きるものとして規則で定める者に該当する場

合における当該職員を除く。)が、規則の定め

るところにより、当該子を養育」とあるのは

「第 16 条第 1 項に規定する日常生活を営むの

に支障がある者(以下この項から第 3 項までに

おいて「要介護者」という。)のある職員が、

規則の定めるところにより、当該要介護者を

介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜

(午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間をい

う。)における」と、第 2 項中「3 歳に満たな

い子のある職員が、規則の定めるところによ

り、当該子を養育」とあり、及び前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、規則の定めるところにより、当該子を養

育」とあるのは「要介護者のある職員が、規

則の定めるところにより、当該要介護者を介

護」と、第 2 項中「当該請求をした職員の業

務を処理するための措置を講ずることが著し

く困難である」とあるのは「公務の運営に支

障がある」と読み替えるものとする。 

5・6 省略 

第 9条～第 11条 省略 

 (休暇の種類) 

第 12 条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休

暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間休暇と

する。 

第 13条～第 16条の 2 省略 
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分を超えない範囲内で必要と認められる時間

とする。ただし、前条第 1 項に規定する介護

時間休暇の承認を受けて勤務しない職員に対

する子育て支援時間休暇については、1 日につ

き 90 分から当該介護時間休暇の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で必要と認められる時間とする。 

 (病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間休

暇及び子育て支援時間休暇の承認) 

第 17 条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるも

のを除く。)、介護休暇、介護時間休暇及び子

育て支援時間休暇については、規則の定める

ところにより、任命権者の承認を受けなけれ

ばならない。 

 (会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休

暇) 

第 18 条 地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に規

定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及

び休暇については、第 2 条から前条までの規

定にかかわらず、別に定める。 

以下省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間

休暇の承認) 

第 17 条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるも

のを除く。)、介護休暇及び介護時間休暇につ

いては、規則の定めるところにより、任命権

者の承認を受けなければならない。 

 

 (会計年度任用職員の勤務時間、休暇等) 

 

第 18 条 地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に規

定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等

については、第 2 条から前条までの規定にか

かわらず、別に定める。 

以下省略 
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一般職の職員の給与に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

 (給与の減額) 

第 21条 1～4 省略 

5 勤務時間条例第 16 条の 3 第 1 項に規定する

子育て支援時間休暇を取得した場合は、第 1

項の規定にかかわらず、その勤務しない 1 時

間について、前条に規定する勤務 1 時間当た

りの給与額を減額する。 

6 省略 

7 省略 

8 省略 

9 省略 

以下省略 

 (給与の減額) 

第 21条 1～4 省略 

 

 

 

 

 

5 省略 

6 省略 

7 省略 

8 省略 

以下省略 

 


